
文教警察委員会会議記録 

 

文教警察委員長  阿部 長夫   

 

１ 日 時 

   令和５年３月１４日（火）  午後１時３０分から 

                 午後３時１５分まで 

 

２ 場 所 

   第２委員会室 

 

３ 出席した委員の氏名 

阿部長夫、衛藤博昭、志村学、麻生栄作、高橋肇、守永信幸、馬場林 

 

４ 欠席した委員の氏名 

   な し 

 

５ 出席した委員外議員の氏名 

   堤栄三 

 

６ 出席した執行部関係者の職・氏名 

   教育長 岡本天津男、警察本部長 種田英明 ほか関係者 

 

７ 会議に付した事件の件名 

   別紙次第のとおり 

 

８ 会議の概要及び結果 

（１）第１号議案のうち本委員会関係部分及び第３６号議案については、可決すべきものといず

れも全会一致をもって決定した。 

（２）第１８号議案及び第２０号議案については、可決すべきものと総務企画委員会に回答する 

ことに、いずれも全会一致をもって決定した。 

（３）陳情５６について質疑を行った。 

（４）「芯の通った学校組織」推進プラン第３ステージの期間延長について及び教職員の処分に

ついて、執行部から報告を受けた。 

（５）閉会中の継続調査について、所定の手続を取ることとした。 

 

９ その他必要な事項 

   な し 

 

１０ 担当書記  

   議事課議事調整班   主査 阿南絵理 

   政策調査課調査広報班 主任 甲斐雅俊 



文教警察委員会次第 

 

日時：令和５年３月１４日（火）１３：３０～ 

  場所：第２委員会室             

 

１ 開  会 

 

 

２ 教育委員会関係                       １３：３０～１４：５０ 

（１）付託案件の審査 

   第 １号議案 令和５年度大分県一般会計予算（本委員会関係部分） 

   第３６号議案 大分県立歴史博物館の設置及び管理に関する条例等の一部改正について 

          （福祉保健生活環境委員会へ合い議） 

（２）付託外案件の審査 

   陳  情５６ 子どもたちの生活がより文化的なものとなるよう感染対策の緩和にむけて

大分県としてのメッセージ発出を求める陳情 

（３）諸般の報告 

   ①「芯の通った学校組織」推進プラン 第３ステージの期間延長について 

   ② 教職員の処分について 

(４)その他 

 

 

３ 警察本部関係                       １４：５５～１５：５５ 

（１）合い議案件の審査 

   第１８号議案 職員の特殊勤務手当条例の一部改正について           

（付託委員会：総務企画委員会） 

   第２０号議案 大分県使用料及び手数料条例等の一部改正について 

          （付託委員会：総務企画委員会） 

（２）付託案件の審査 

 第 １号議案 令和５年度大分県一般会計予算（本委員会関係部分） 

   第３６号議案 大分県立歴史博物館の設置及び管理に関する条例等の一部改正について 

          （福祉保健生活環境委員会へ合い議） 

（３）その他 

    

 

４ 協議事項                          １５：５５～１６：００ 

（１）閉会中の継続調査について 

（２）その他 

 

５ 閉  会 
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別 紙 

会議の概要及び結果 

阿部委員長 ただいまから、文教警察委員会を

開きます。 

本日は、委員外議員として堤議員に出席いた

だいています。委員外議員の方が発言を希望す

る場合は、委員の質疑の終了後に挙手し、私か

ら指名を受けた後、長時間にわたらないよう要

点を簡潔に御発言願います。 

本日審査いただく案件は、今回付託を受けた

議案２件、総務企画委員会から合い議があった

議案２件及び陳情１件です。 

この際、案件全部を一括議題とし、これより

教育委員会関係の審査に入ります。 

まず、付託案件の審査を行います。第１号議

案令和５年度大分県一般会計予算のうち、教育

委員会関係部分について執行部の説明を求めま

す。 

岡本教育長 教育長の岡本です。初めに私から

御挨拶を申し上げます。委員の皆様には、日頃

から教育行政の推進に様々な御尽力をいただい

ており、改めて厚く御礼申し上げます。本日、

教職員の処分案件１件を報告するにあたり、私

からお詫びを申し上げます。県教育委員会とし

て、改めて綱紀粛正、服務規律の徹底に取り組

みます。 

本日は、付託案件２件、付託外案件１件、諸

般の報告２件について説明、報告します。関係

事項は、それぞれ担当課長から御説明します。 

寺川教育財務課長 第１号議案令和５年度大分

県一般会計予算のうち、教育委員会関係につい

て説明します。 

委員会資料の３ページを御覧ください。こち

らは別冊で配布している令和５年度教育委員会

予算概要から説明ページを抜粋したものです。

括弧書きのページ番号は冊子のページ番号を示

しています。 

それでは、令和５年度教育委員会予算につい

て説明します。教育委員会の予算額は、左から

２列目予算額（Ａ）欄の上から３番目にあるよ

うに１，０５４億９，４１３万６千円です。こ

れを右から３列目の４年度当初予算額（Ｂ）欄

と比較すると、その右の欄にあるように、額に

して５１億８，３９２万１千円、率にして４．

７％の減となっています。内訳はその上にある

とおり、人件費が約５３億８，５００万円で５．

７％の減、事業費が約２億１００万円で１．

２％の増となっています。人件費は、令和５年

度から始まる定年年齢の引上げに伴い、退職手

当が減となったもので、事業費の増は、燃料費

の高騰や新設特別支援学校に係る経費等を計上

したことによるものです。 

続いて、新規事業を中心に主な事業について

説明します。 

４ページをお願いします。一番上の新時代の

学びを支えるＩＣＴ活用推進事業費１億４，１

８６万５千円です。ＩＣＴを効果的に活用した

授業改善を図るため、ＩＣＴ教育サポーターを

育成・派遣するプラットフォームや優良授業事

例等を閲覧できるポータルサイトを運営するほ

か、県立学校のＩＣＴ機器等の整備を行うもの

です。新たに、県立の高校及び中学校において、

教員の業務効率化を図るため、採点補助システ

ムを導入します。 

５ページの上から２番目、教員業務サポート

スタッフ等派遣事業費４億７，６４９万９千円

です。学校教育活動の充実と教員の働き方改革

を進めるため、事務作業を支援するスクールサ

ポートスタッフ及びきめ細かな指導を行う学習

指導員を引き続き配置するものです。続いて、

一番下の教員確保に向けた魅力発信事業費２２

４万円です。教員を確保するため、ＳＮＳ等を

活用した教員の魅力を発信する広報活動等によ

り、教員試験受験者の増加を図るものです。 

６ページ、高等学校施設整備事業費２１億４，

４６９万３千円です。老朽化した校舎等の大規

模改造など、県立学校の施設や設備の整備を行

い、教育環境の改善を図るものです。大分南高

校など８校の大規模改造工事を進めます。 

 ７ページの上から２番目、支援学校施設整備
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事業費１１億３，２１９万８千円です。第三次

大分県特別支援教育推進計画に基づく施設整備

を行うものです。大分市内に新設する知的障が

い特別支援学校校舎の建設や、別府地区特別支

援学校の改修に係る実施設計等を進めます。 

８ページの一番上、いじめ・不登校等対策事

業費８，１０５万円です。いじめや不登校等を

未然に防止するとともに、早期解決や長期的支

援を行うため、教育相談体制を強化するほか、

先端技術を活用した取組を実施するものです。

教室に入れない児童生徒を別室で支援するため

の校内教育支援ルームの設置、教育相談や家庭

学習支援などを行う教育センター専門スタッフ

の配置などを行うものです。 

９ページの一番上、子どもの力と意欲を伸ば

すキャリア教育推進事業費３３０万円です。小

中学校におけるキャリア教育の充実を図るため、

指定校を中心に、地域や産業界と連携し、商品

開発等の探究的な学習に取り組むとともに、自

らの考えや活動内容を記録し、成長を振り返る

大分県版キャリア・ノートを活用するものです。 

１０ページの一番上、大分地区特別支援学校

再編推進事業費１億８，３１４万５千円です。

これは令和６年度に開校予定の大分地区新設特

別支援学校の設備の整備を行うものです。 

１１ページの一番下、地域との協働による高

校魅力化推進事業費３，９３６万６千円です。

地域の高校が、地域に活力を生む学校となるた

め、地域課題探究学習の実践など、地域と連携

した取組を強化するとともに、中山間地域に立

地する小規模高校などの遠隔授業を実施するも

のです。新たに、三重総合高校における土木系

オンライン授業に取り組みます。 

１２ページの上段、県立高校未来創生事業費

４，２６５万５千円です。魅力ある高校づくり

や地域とともにある学校づくりを進めるため、

学科改編に伴う新たな授業展開に取り組むほか、

全国募集やコミュニティ・スクールの導入を実

施するものです。学科・コース改編を行う情報

科学高校、津久見高校における専門的な講座の

実施、国東高校、安心院高校における全国募集

の推進などに新たに取り組みます。 

１３ページの一番上、未来を拓く先端技術活

用人材育成事業費１，１１２万９千円です。デ

ジタル人材を育成するため、県立高校において

地域の外部人材を活用した講座を実施するもの

です。ドローンを活用したプログラミング講座

や地域の課題解決に取り組む講座などを実施し

ます。 

１４ページの上段、学校との連携・協働によ

る「地域協育力」向上事業費７，１９５万６千

円です。学校、家庭、地域が一体となって子ど

もを取り巻く課題を解決できる体制を構築する

ため、地域学校協働活動推進員の配置等により、

協育ネットワークの強化に取り組む市町村を支

援します。 

１５ページの一番上、学び直し支援体制整備

事業費３３３万６千円です。高校中退者等の学

び直しを支援するため、退職教員等からなる学

びのステップアップアドバイザーによる学習相

談の窓口を設置し、県内各地における学習講座

を企画、実施するものです。 

１６ページの上から２番目、文化部活動改革

推進事業費７７７万９千円です。教員の部活動

指導の負担軽減と生徒の文化部活動への参加機

会確保を図るため、部活動指導員の配置や文化

団体等と連携した部活動の地域移行に取り組む

ものです。新たに、市町村単位での活動や大学

と連携した取組を試行します。 

１７ページの上から２番目、学校部活動改革

サポート事業費４，１２０万７千円です。運動

部活動における部活動指導員の配置や総合型地

域スポーツクラブと連携した部活動の地域移行

に取り組むものです。新たに、豊後大野市にお

いて市町村単位での活動を試行します。 

以上で、教育委員会の令和５年度一般会計予

算についての説明を終わります。 

阿部委員長 以上で、説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。委員の皆様から質

疑、御意見等はありませんか。 

守永委員 ５ページの教員確保に向けた魅力発

信事業費ですが、ここで言う魅力発信とは、ど

ういう魅力をどう表現して発信するのか、具体

的なイメージを教えていただきたいのが１点。 
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 あと、８ページのいじめ・不登校等対策事業

費で、フリースクール連携事業費とありますが、

フリースクールそのものに対する支援について

教育委員会として対応の方向性が決まっていた

ら教えてください。 

 それともう１点、１２ページのコミュニテ

ィ・スクールについて具体的な内容を教えてく

ださい。 

大和教育人事課長 教員確保に向けた魅力発信

事業について説明します。 

 まず、この事業の内容ですが、来年度から教

員採用１次試験について、大分県のみではなく、

関西地区でも新たに試験を実施します。そのた

めに、教員採用試験全体について、これまで以

上により積極的に広報するため、Ｗｅｂ広告を

活用して教員採用試験の説明会の方法について

発信し、オンラインで説明会を積極的に行うこ

とによって説明会に参加していただく方を増や

していきたいと考えています。そして、そのオ

ンライン説明会がより積極的にできるよう、教

育委員会の部屋の中に大型モニターやＷｅｂカ

メラ、パソコン等の機材を設置して、オンライ

ン説明会を行いやすい環境を整備したいと考え

ています。 

 また、教員の魅力とはどういう内容かですが、

やはり教員は、子どもたちの教育に携わること

によって成長を身近で見られる非常にやりがい

のある職業なのだという点。また、大分県は住

居環境などの非常に恵まれている点もあわせて

積極的に発信していきたいと考えています。 

岡本教育長 教育人事課長の答弁に少し補足す

ると、ＳＮＳ、具体的には教員採用のＦａｃｅ

ｂｏｏｋを既に立ち上げています。ホームペー

ジもありますが、今の若い方はホームページも

当然見てくれますが、むしろＦａｃｅｂｏｏｋ

といったＳＮＳの方がしっかり見てくれます。 

 また、これまで御指摘いただいている広域人

事異動について、うわさレベルの話が若い方に

伝わっているようです。先般、馬場委員からも

御質問がありましたが、今月、できるだけ早く

と思っていますが、広域人事異動がどうあるべ

きかという方向性が出てくれば、それも当然広

報の対象としていきます。大分県で教員をする

ことが実はそんなに悪くないと志望してくれる

方々に伝われば、結果として志望者の増につな

がるのではないかと期待しています。 

谷川学校安全・安心支援課長 フリースクール

との関わりについてです。 

 事業内容ですが、県内のフリースクールの連

絡協議会を年に２回開催しています。また、フ

リースクールも含めたガイドを発行して、その

周知に努めています。先日の一般質問でフリー

スクールへの県の関わりについて質問がありま

したが、フリースクールへの個別調査を今後進

めていきたいと考えています。調査内容につい

ては、各フリースクールの授業料、在籍児童生

徒数、職員数はもちろんですが、専門スタッフ

の有無、教育理念、学習状況、児童生徒の過ご

し方などそれぞれのフリースクールで異なる部

分を調査した上で課題を整理して、どのような

関わりができるか、検討していきたいと考えて

います。 

山田高校教育課長 公立の小中学校で数多く採

用されているコミュニティ・スクールは、地域

住民、地域の行政、あるいは学識経験者を活用

して、校長の学校運営に対しての意見を聞き、

協議をして学校の活性化につなげていくもので

す。現在、県立高校では久住高原農業高校、玖

珠美山高校の２校で既にコミュニティ・スクー

ルを導入していますが、来年度はさらに４校加

え、計６校で実施します。 

守永委員 ありがとうございます。魅力をどう

伝えていくかは非常に難しいと思いますが、や

はり教員志望者に対して、具体的に教員として

大分県で働いてくれという働きかけになるでし

ょうし、志望者だけではなくこれから大学を選

ぶ年代にも、教育は面白いのではと感じ、教育

専門の大学を目指してもらえるような広がりを

持たせる広報を模索していただければと思いま

す。 

高橋委員 スクールバス整備事業費に特別支援

学校のスクールバスの整備とありますが、昨年、

こども園の送迎バスで、園児が取り残されて熱

中症で亡くなった事件がありました。このスク
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ールバスの整備に関する経費の中には、そうい

う対策の機器整備が入っているのかが１点。 

 もう１点は、１５ページの学び直し支援体制

整備事業費で、高校中退者の学び直しの支援は

すごく大事なことだと思います。説明に県内各

地における学習講座の企画、実施とありますが、

これはどういう場所で、どういう構想を持って

いるのか。それと、そのためのステップアップ

アドバイザーの配置ですが、これは人ですよね。

大体何人ぐらいの配置を予算で想定しているの

か。 

寺川教育財務課長 スクールバスの安全装置に

ついてお答えします。 

 安全装置は１２月の補正予算で措置していま

す。今、県で所有するバスは２０台で、運行は

委託しています。３月１日付けで２０台分の安

全装置の発注をしていて、６月が納期です。そ

の機器が入ったら取り付ける予定です。 

森山社会教育課長 学び直し支援体制整備事業

費ですが、県内各地における学習講座の企画に

ついては、今年度は、大分市、別府市を中心に

４会場で実施しています。爽風館高校やその他

の公共施設、また企業等の御協力もいただきな

がら、事務所を借りて会場としています。今後

に向けては、大分市、別府市以外の地域での相

談体制を作ることを企画しているので、公民館

等の公共施設等を会場として講座を実施してい

きたいと考えています。 

 それから、学びのステップアップアドバイザ

ーの配置ですが、退職された校長先生を中心に、

現在は４、５人の先生に御対応いただいていま

す。今後、各地に相談窓口を作るので、それぞ

れで新たな支援者を確保していきます。 

高橋委員 ありがとうございます。学び直しの

機会を十分確保するのは、やっぱり大事なこと

だなと思います。ただ今後、高校も含めて、教

職員が足りない状況が出てくる可能性がありま

すね。そこに回すより現場に人が欲しいとなる

と、このアドバイザーも確保が厳しい場所もあ

ると思いますが、ぜひよろしくお願いします。 

阿部委員長 ほかによろしいですか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

阿部委員長 委員外議員の方は何かありますか。 

堤委員外議員 ５ページの教員の産休・育休取

得促進事業費の関係で、予算が約１億円。これ

は令和４年度と比べて２，６００万円ほど増え

ていますよね。毎回毎回、質問の中に出てくる

ぐらい非常にネックになっていると思うんです

が、これが来年度は確保できる見込みなのかが

１点。 

 また、さきほど守永委員に対して教育長が、

広域人事異動の問題で検討していると。大分県

で先生になってよかったと思われるような魅力

も発信したいと答弁したよね。ということは、

広域人事異動についての見直しが結構進んでき

ているということかな。広域人事異動、結構人

気ないからね。方向性とすればなくす方向なの

か、その方向性は出ているのかなと答弁を聞い

ていて感じたんですね。それを教えてください。

その２点。 

大和教育人事課長 教員の産休・育休取得促進

事業費の今年度の状況ですが、１学期の早期配

置については、対象職員の８８．９％の早期配

置ができています。２学期については、今年度

は５７．７％の早期配置ができています。来年

度については、２学期の対象を中学校及び高等

学校の学級担任にも拡大したいと考えていて、

教員確保が厳しい中ではありますが、市町村教

育委員会と連携して、できるだけ代替教員の早

期配置を実現できるよう取り組んでいきたいと

考えています。 

岡本教育長 広域人事異動の件は私からお答え

します。堤議員からなくす方向なのかという御

質問をいただきましたが、そのことについては

違いますとお答えせざるを得ないと思っていま

す。もともと全県的な教育水準の維持を図るた

めに広域人事異動を始めました。その観点から

言うと広域人事異動をなくすことはできないと

考えています。では、どうするのかというと、

先日本会議でもお答えしたとおり、今、様々な

パターンを検討しているところで、できるだけ

早く答えを見付けたいと思っています。 

阿部委員長 ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 
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阿部委員長 ほかに御質疑等もないので、質疑

を終了します。なお、採決は警察本部の審査の

際に、一括して行います。 

次に、第３６号議案大分県立歴史博物館の設

置及び管理に関する条例等の一部改正について

ですが、本案については、関係する福祉保健生

活環境委員会に合い議をしていることを申し添

えます。それでは、執行部の説明を求めます。 

森文化課長 第３６号議案大分県立歴史博物館

の設置及び管理に関する条例等の一部改正につ

いて説明します。１８ページを御覧ください。 

１法改正の背景です。博物館法が制定されて

から約７０年が経過し、設置形態が多様化した

ことや、まちづくり、国際交流、観光等の機関

と連携した文化施設としての役割が求められて

いること、デジタル技術を活用した新しい鑑賞 

・体験モデルの構築が求められていることなど

から、一部改正されたものです。 

２法改正の概要です。大きく二つあります。

一つ目は、法律の目的及び博物館事業の見直し

で、法の目的に文化芸術基本法の精神に基づく

ことが追加され、博物館が行う事業に博物館資

料のデジタル・アーカイブ化等が盛り込まれて

います。二つ目は、博物館登録制度の見直しで、

これまで地方公共団体、一般社団法人、財団法

人等に限定していた博物館の設置者要件を改め、

法人類型にかかわらず登録できることとし、登

録にあたって、基準に適合するかを審査するこ

とのほか、学識経験者の意見聴取など登録審査

手続に関する規定などが設けられています。 

３条例の改正内容です。①大分県立歴史博物

館の設置及び管理に関する条例ですが、博物館

法の一部を改正する法律が、令和５年４月１日

に施行されることに伴い、同条例第１条の設置

の根拠条項である博物館法第１８条が削除され

ます。これに代わり、地方教育行政の組織及び

運営に関する法律第３０条及び地方自治法第２

４４条第１項を根拠条項とするものです。また、

博物館が行う事業を定めている第３条に電磁的

記録等についての規定を追加するものです。②

大分県立歴史博物館協議会条例については、引

用条項の条ずれにより、所要の改正を行うもの

です。施行期日は、両条例とも令和５年４月１

日を予定しています。 

阿部委員長 以上で、説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。委員の皆様から質

疑、御意見等はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

阿部委員長 委員外議員の方は、質疑等ありま

せんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

阿部委員長 別に御質疑等もないので、質疑を

終了します。なお、採決は警察本部の審査の際

に、一括して行います。 

次に、付託外案件の審査に入ります。今回は、

陳情が１件です。 

それでは、陳情５６子どもたちの生活がより

文化的なものとなるよう感染対策の緩和にむけ

て大分県としてのメッセージ発出を求める陳情 

について、説明をお願いします。 

重親教育改革・企画課長 陳情５６子どもたち

の生活がより文化的なものとなるよう感染対策

の緩和にむけて大分県としてのメッセージ発出

を求める陳情について説明します。１９ページ

を御覧ください。 

本陳情は、コロナ禍の中、感染対策を緩和し

て、子どもたちが従来どおりの生活に戻って行

けるよう、次の２点について県に対応を求める

ものです。１点目は、換気対策に有用な設備及

び機器の活用や導入などの取組について、２点

目は、感染対策の在り方に関する、県としての

前向きなメッセージ等の発出についてです。 

１点目の換気対策についてですが、換気の重

要性や効果については、これまでも文部科学省

の学校における新型コロナウイルス感染症に関

する衛生管理マニュアルや国からの事務連絡等

を踏まえ、周知と指導をしてきました。また、

換気状態を可視化するため全ての小中高及び特

別支援学校に二酸化炭素濃度計を配付しました。

配付にあたっては、事前に県立学校３校におい

て、教室等の二酸化炭素濃度のモニタリングを

実施し、その結果等を踏まえ、活動場面に応じ

て効果的、効率的な換気を行うよう指導してい

ます。 
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２点目の今後の感染対策についてですが、今

後の国の方針も踏まえつつ、機会を捉えて丁寧

に周知し、大分県の子どもたちが安心して学び、

充実した学校生活を送ることができる環境を構

築します。 

阿部委員長 以上で、説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。委員の皆様から質

疑、御意見等はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

阿部委員長 委員外議員の方は、質疑等ありま

せんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

阿部委員長 別に御質疑等もないので、これで

付託外案件の審査を終わります。 

次に、執行部より報告をしたい旨の申出があ

ったので、これを許します。①と②について、

一括して報告を求めます。 

重親教育改革・企画課長 「芯の通った学校組

織」推進プラン第３ステージの期間延長につい

て御説明します。２０ページを御覧ください。 

大分県教育委員会では、芯の通った学校組織

推進プランを掲げ、学校マネジメント及びこれ

を活用して学校の諸課題を解決する取組を進め

ています。現行の第３ステージは、令和２年度

から４年度までの３年間を計画期間として実施

してきましたが、初年度からコロナ禍の影響を

受けており、学校における教育活動や学校への

指導や支援の面で、様々な制約を受けました。

その一方で、学校行事の見直しをはじめとした

教育課程面での工夫や指導、支援に係るＩＣＴ

の積極的な導入など、逆にコロナ禍での運営で

得られた経験・知見も蓄積することができまし

た。現行のプランにおいて目指してきたことは、

このような成果や知見を整理することで、コロ

ナ禍においても十分に実践できると認識してお

り、これらを「共有知」にした上で、期間を延

長し、もう１年間取組を継続します。 

２１ページを御覧ください。こちらはこれま

での取組を総括したものです。プランにおいて

重点的な取組として設定した学校マネジメント

の深化、働き方改革、地域とともにある学校の

各項目におけるポイントと現状をまとめていま

す。 

学校マネジメントの深化については、観点Ⅳ

学校・家庭・地域による目標の協働達成におい

て、やはりコロナ禍の影響もありビジョンの共

有や熟議が十分でないといった声も多く、棒グ

ラフの評価にも表れています。その結果として、

地域とともにある学校への転換については、ま

だまだ課題があると認識していますが、一方で、

コロナ禍における工夫を行いながら、目標協働

達成に向けた取組を進めている実践例も見受け

られました。 

学校における働き方改革については、時間外

勤務の平均時間の短縮、特に夏季休業中は顕著

な縮減がみられました。これは会議や研修、学

校行事等の継続的な見直し等の組織的な取組の

成果の現れであると捉えています。一方、長時

間勤務者の固定化も見られ、業務量の平準化を

含めたさらなる取組が求められます。 

その他の各取組については、２２ページ以降

にまとめており、各項目において成果をマル、

課題を黒サンカク、コロナ禍における工夫・成

果をひし形に分類して記載しています。 

２６ページを御覧ください。前ページまでに

整理したコロナ禍の知見は、次の二つの柱に集

約されます。一つはＩＣＴの利点を活用した芯

の推進・さらなる深化、二つ目は当たり前の見

直しや目的・ねらいの再検討による働き方改革

の加速です。さらに、それぞれの柱には実際に

各取組でみられた実践の工夫を元にしたキーワ

ードをぶら下げています。 

２７ページを御覧ください。今回は一部抜粋

ですが、このキーワードごとに全１８の実践事

例を作成し、延長の方針とともに１月１０日付

けで県内全市町村教育委員会及び県立学校あて

に周知し、あわせて県教育委員会ホームページ

にも掲載しています。 

これらは、新たな取組を打ち出しているわけ

ではなく、やるべき事は変わりませんが、実行

するための知見、工夫として示したものです。

これらを共有知として、もう１年、現行プラン

が目指したことをコロナ禍においても実践し、

また、分類見直しが行われた後においてもいか
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していきたいと思います。 

大和教育人事課長 教職員の懲戒処分について

御報告します。別紙の説明資料を御覧ください。 

大分市立公立中学校の６０歳代の男性教諭が、

令和２年８月及び９月の間に４回、無断で入手

した鍵を使用して、被害者女性宅に侵入しまし

た。そのうち２回、盗撮目的でボールペン型カ

メラを設置したため、本日付けで免職の懲戒処

分としました。あってはならない非違行為が発

生したことに対し、深くお詫び申し上げます。

また、本日、臨時教育事務所長会議を開き、県

内全ての公立学校に対して緊急の服務研修の実

施等、改めて綱紀粛正及び服務規律の保持を徹

底するよう指示します。 

阿部委員長 以上で、説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。委員の皆様から質

疑、御意見等はありませんか。 

衛藤副委員長 さきほどの「芯の通った学校組

織」推進プラン第３ステージの期間延長につい

てですが、１年延長する全体的な理由をるる述

べられていましたが、ちょっと今の説明だとよ

く理解できなくて、第３ステージが今回最後だ

けど、目的に達していなくてやり残したことが

あるから１年延長するという理解でいいでしょ

うか。新しいプランに何で行かないのか、何で

１年延長なのかを再度教えていただきたいのが

１点目。 

 ２点目が、不祥事に関してさきほどお詫びが

ありましたが、３月６日の常任委員会でも同様

に教員の不祥事の報告がありました。前回は前

半の警察本部でも不祥事があって、県警本部長

が直接謝罪されて、報道されていました。後半

の教育委員会でも同じように教員の不祥事があ

りましたが、教育長からの言及は一つもありま

せんでした。単なる報告として担当課長からの

説明でしたね。今回は同じような報告なのに教

育長からの謝罪で、そこの対応基準がどうなっ

ているのか、よく分からないです。余りにもば

らばらなので、その整理を教えてください。 

重親教育改革・企画課長 私からまず１点目の

延長の理由ですが、端的に言うと、第３ステー

ジでこういうことをやりましょう、特に地域と

ともにある学校などのキーワードを掲げて進め

てきたわけですが、コロナ禍で制約があって、

やろうと思ったことができなかった実情があり

ます。そういった中で、一部の地域ではできた

例もあり、それを共有知にすればプランが掲げ

ていたものもできるのではないかと、本来我々

がやろうと目指してきたものにもう１年間取り

組んでみようという思いがあって、延長するこ

とにした次第です。 

岡本教育長 不祥事への対応基準はどうなのか

という御質問でしたが、諸般の報告の中でしっ

かり御説明し、今後なすべきことについても御

説明するのが基本的な対応基準だと理解してい

ます。しかしながら、前回、委員会の冒頭で警

察本部長がそのような対応をされたと後ほど聞

き、警察本部長と同様の対応をすべきだろうと

判断した次第です。 

衛藤副委員長 ありがとうございます。つまり

もともとの第３ステージは３年かけてやること

だったということで、それはコロナで大幅に予

定が狂っていた。３年延長するということでは

なく、何で１年なのか、そこの判断をはっきり

追加で教えていただけませんか。 

重親教育改革・企画課長 ３年間の計画期間が

ずれたのではないか、それなら３年間延長する

のではないかという趣旨の御質問だと思います

が、このプランは１年ごとにやることが段階的

に定められているというより、やるべきことは

３年間かけてそれに取り組んでいくようになっ

ています。全くできなかったわけではないです

が、一部コロナの影響を受けたものもあり、や

り方を工夫すればできるものもあるので、それ

を示しながらもう１年取り組むという趣旨です。 

高橋委員 芯の通った学校組織について、コロ

ナがあったりして、学校現場もかなり大変だと

思います。委員として、また現場にいた元教職

員として感じること、また今現場で働いている

教職員の皆さんから聞いた意見などもちょっと

添えて、短く意見を言います。 

 働き方改革とありますが、現場にいる教職員

は、残念ながら、学校現場の働き方改革を余り

実感できていない。最近のニュースであった学
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校に刃物を持って押し入った事件、そういうこ

とが起きると、教職員は不審者に対する対応を

より一層やらなきゃいけない。また、地域と共

にとか、地域に開かれた学校と言うが、そこら

辺との兼ね合いと言うか、矛盾と言うか、逆に

どんどんやらなきゃいけないことが増えている

一方で人が足りない。今、どこの学校に行って

どの教職員に何を求めますかと聞いても、人が

欲しいと言いますよ。人が足りない中で、あれ

もしよう、これもしようとなってしまって、校

長や教頭まで駆り出して学級担任に充てないと

いけない状況の学校もあると聞いています。そ

うなると、教職員の資質向上とかいっても、忙

殺されて、資質の向上なんてどこかに飛んでい

っちゃう。そういう現実が今現場にあることを

教育委員会もしっかりと見ていただきたいと思

います。 

 だから、まずは人の確保。これをやっぱり今、

最大の目的として、教育委員会も教育事務所も

頑張っていただきたい。質問ではなくてお願い

になりましたが、よろしくお願いします。 

阿部委員長 ほかに御質疑はありますか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

阿部委員長 委員外議員の方はどうですか。 

堤委員外議員 この懲戒処分の関係で、免職は

当然と思いますが、６０歳代で、多分退職され

た後の再雇用なのかな。結構最近繰り返される

でしょう。常日頃こういう方々に対する精神的

なケアとか、学校現場に対する教育委員会とし

ての根本的な対策とか取っていかないとね。個

人の責任だけなのかなと常に思いますね。そう

いう体制を作ってこういうことをなくしていく、

つまり精神的なサポートをしていく、余裕のあ

る働き方をさせていくようにしないといけない

と思いますね。免職で終わりではないよね。こ

れを一つのきっかけにして、どういう体制を構

築していくかに思いを馳せないといけない。 

 もう一つは、被害者に対するケアの問題ね。

この女性は非常に怖かったと思うよ。子どもも

一緒ですよ。そういうケアを学校現場に任せる

のではなく、教育委員会として、組織として被

害者や関係児童生徒をケアしているのかが分か

らないんですよね。免職で終わりと、そこで止

まっている気がしてならないけれども、そこら

辺はどうですかね。 

大和教育人事課長 校長、教頭が最低年３回、

個人ごとに面接する機会があります。そういう

場において、職員一人一人にストレスを抱えて

いないかとか、仕事上の悩みがないかとか、丁

寧に聞き取りを行うように指示をしています。 

 不祥事を起こした教員のストレスとか精神的

な状況はそれぞれ事情によって異なると思いま

すが、少なくとも教員がそういうストレスを抱

えないような取組は行っていきたいと考えてい

ます。それと、被害者に対する対応ですが、こ

れまでも児童生徒が被害者になった、また同じ

学校の教員がこのような不祥事を起こしたとい

う場合には、学校側に児童生徒の見守りをしっ

かり行って、必要であればスクールカウンセラ

ーの派遣等を行っています。（「子どもではな

く、今回の女性のような関係性の場合は」と言

う者あり）今回の女性は、知人ということです

が、できる限りのサポートはしていきたいと考

えています。 

阿部委員長 ほかに質疑等ありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

阿部委員長 ほかに御質疑等もないので、以上

で諸般の報告を終わります。 

この際、何かありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

阿部委員長 別にないので、これをもって、教

育委員会関係の審査を終わりますが、ここで一

言私から御礼を申し上げます。 

  〔阿部委員長挨拶〕 

〔岡本教育長挨拶〕 

阿部委員長 それでは最後に、この春で御退職

される皆さんから一言お願いしたいと思います。 

〔退職者挨拶〕 

阿部委員長 ありがとうございました。それで

は、これをもって、教育委員会関係の審査を終

わります。執行部はお疲れ様でした。 

執行部が入れ替わるので、暫時休憩します。

５分後に再開するので、よろしくお願いします。 

 



- 9 - 

午後２時３２分 休憩 

――――――――――― 

午後２時３５分 再開 

阿部委員長 委員会を再開します。これより警

察本部関係の審査を行います。 

本日は、委員外議員として堤議員に出席いた

だいています。 

審査に先立ち、３月７日の発令にて執行部の

メンバーが変わっていますので自己紹介をお願

いします。 

〔新任幹部職員自己紹介〕 

阿部委員長 ありがとうございました。それで

は協議事項に入ります。 

まず、合い議案件の審査を行います。第１８

号議案職員の特殊勤務手当条例の一部改正につ

いて執行部の説明を求めます。 

種田警察本部長 説明に先立ち、一言御挨拶申

し上げます。阿部委員長をはじめ、委員及び委

員外議員の皆様におかれては、平素から警察業

務の各般にわたり、深い御理解と力強い御支援

を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

 冒頭に委員長から御紹介いただいたとおり、

３月７日の発令をもって新体制がスタートしま

した。県民の皆様が安心して暮らせるよう全力

で職務に精励していきますので、引き続き御指

導、御鞭撻のほどよろしくお願いします。 

 本日の委員会では、合い議案件２件と付託案

件２件について審査いただきます。それぞれに

ついては、担当部長等から説明しますので、よ

ろしくお願いします。 

佐藤警務部長 本日審査いただく案件について

は、文教警察委員会説明資料、令和５年度警察

本部予算概要により、御説明します。予算概要

の説明に際して、ＳｉｄｅＢｏｏｋｓ（サイド

ブックス）の通知機能により、文教警察委員会

説明資料から令和５年度警察本部予算概要の資

料に切り替える操作を行います。タブレットの

画面右下に青い通知が出ましたら、これをタッ

プしていただきますと、御覧いただく資料のペ

ージが表示されます。その際は操作をしていた

だきますようお願いします。 

 それでは、第１８号議案職員の特殊勤務手当

支給条例の一部改正について御説明します。文

教警察委員会説明資料の２ページを御覧くださ

い。 

まず、１改正理由についてです。要人の警護

に従事する警察官については、手製の銃器によ

る銃撃やドローンを悪用したテロの脅威等、警

護を取り巻く昨今の情勢の変化により、これま

で以上に高度な専門性が求められるとともに、

精神的・身体的負担の度合いも高まっているこ

とから、国の令和５年度地方財政計画における

給与改善において、身辺警護等作業手当のうち

警護対象者の警護に係る手当の増額が盛り込ま

れました。これに伴い、各県においても手当額

の引上げが見込まれることから、各県との均衡

を図るため、身辺警護等作業手当のうち警護対

象者の警護に係る手当額を改正するものです。 

 次に、２改正内容についてですが、身辺警護

等作業に係る手当のうち、警護対象者の警護に

対する手当額を日額６４０円から、天皇陛下 

をはじめとする特定皇族等の警衛と同額の日額

１，１５０円に引き上げるものです。 

最後に３施行期日についてですが、令和５年

４月１日としたいと考えています。 

阿部委員長 以上で、説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。委員の皆様から質

疑、御意見等はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

阿部委員長 委員外議員の方は質疑等ありませ

んか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

阿部委員長 別に御質疑等もないので、これよ

り採決します。本案は原案のとおり可決すべき

ものと、総務企画委員会に回答することに御異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

阿部委員長 御異議がないので、本案は原案の

とおり可決すべきものと、総務企画委員会に回

答することに決定しました。 

次に、第２０号議案大分県使用料及び手数料

条例等の一部改正について説明を求めます。 

幸野交通部長 文教警察委員会説明資料の３ペ

－ジを御覧ください。 
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 第２０号議案大分県使用料及び手数料条例等

の一部改正のうち、道路交通法の改正等に伴う

手数料条例の改正について御説明します。 

まず、１背景についてです。高齢者等が自由

に移動できる社会の実現を目指し、自動運転の

さらなる推進を図るため、遠隔監視のみの無人

自動運転移動サービスに係る実証運行や規制に

ついて定めた道路交通法の一部を改正する法律

が本年４月１日に施行されること等に伴い、条

例の一部改正を行うものです。 

次に、２改正概要についてです。令和４年の

道路交通法改正において、公道上で一定の条件

の下、運転者の存在を前提としない遠隔監視の

みの無人自動運転である、レベル４に相当する

自動運転を行おうとする者は、都道府県公安委

員会の許可を得る必要があることとされたこと

から、特定自動運行許可審査及び変更許可審査

に係る手数料を新設するものです。①特定自動

運行の許可申請に対する審査に係る手数料につ

いては、申請書及び添付書類の形式的審査、書

面審査や実地調査に係る手数料として標準政令

に定める額の７万９，２００円とするものです。

②特定自動運行計画変更の許可申請審査に係る

手数料については、許可を得た特定自動運行計

画に変更が生じた場合の審査に係る手数料を標

準政令に定める額の７万８，５００円とするも

のです。なお、参考ですが、全国いずれの都道

府県においても標準政令に定める額で手数料を

設定予定です。 

最後に４施行日については、改正法の施行日

である令和５年４月１日としたいと考えていま

す。 

引き続き大分県福祉のまちづくり条例の一部

改正について、御説明します。 

１背景について、大分県福祉のまちづくり条

例は、知事部局の福祉保健部及び土木建築部と

警察本部が、それぞれ関係部分を所管していま

すが、今回、警察本部の所管部分については、

通称バリアフリー新法に基づき定められている

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係

る信号機等の基準を定める規則が一部改正され

ることから、これを参酌して本条例第２３条の

４に規定している視覚障がい者等の安全のため

設置する信号機に関する基準を改正するもので

す。 

次に、２改正概要についてです。バリアフリ

ーの重点整備地区である大分駅周辺及び鶴崎駅

周辺において実施する交通安全特定事業に係る

信号機の基準について、歩行者用青信号に従っ

て横断することができる主体に、遠隔操作型小

型車を追加するものとなっています。なお、遠

隔操作型小型車については、資料の下部に参考

として概要を記載していますが、一定の基準を

満たす電動式の小型車両であり、自動配送ロボ

ットなどがこれに該当します。 

最後に３施行期日については、改正法の施行

日である令和５年４月１日としたいと考えてい

ます。 

阿部委員長 以上で、説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。委員の皆様から質

疑、御意見等はありませんか。 

麻生委員 公道上で一定の条件の下、レベル４

という表現がありますが、このレベルについて

概要を説明してください。 

幸野交通部長 自動運転システムのレベルが現

在の基準でレベル０からレベル５までの６段階

あります。レベル０は普通の車です。レベル１

は、システムが前後又は左右のいずれかの運転

操作を支援するもの。レベル２は、システムが

前後左右の両方の運転を支援するもの。レベル

３が特定条件下でシステムが運転制御を実施し、

作動継続が困難なときは運転者が代わって操作

するもの。レベル４が、特定条件下でシステム

が運転制御を実施し、作動継続が困難な時もシ

ステムがそのまま操作するものです。さらにレ

ベル５は完全自動運転と言われるもので、全て

をシステムが操作するものです。 

麻生委員 ということになると、例えば、道路

上のラインが消えているような道路ではなかな

か使えないとか制約があるのかな。道路状態や

信号制御の状況により、どういったところだっ

たら使えるんでしょうか。 

幸野交通部長 今年の４月１日からその一部が

施行されますが、今回初めてレベル４の運行が
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認められ、完全な自動運転のレベル５はまだ認

められていません。想定しているのは、ある一

定の区間、例えば、鉄道やバスの路線が廃止さ

れた区間、そういった地方の特定区間を遠隔監

視により運行します。今質問があった道路状況

などの細かいところは、運行計画に基づいて公

安委員会に申請があり、現地をチェックし、運

行できるか審査して、できる場合に初めて許可

する制度になっています。なかなか仮定の話は

難しいですが、逆に言えば、レベル４での自動

運行ができる区間でしか行えないということで

す。 

阿部委員長 委員外議員の方は質疑等ありませ

んか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

阿部委員長 ほかに御質疑等もないので、これ

より採決します。 

本案は原案のとおり可決すべきものと、総務

企画委員会に回答することに御異議ありません

か。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

阿部委員長 御異議がないので、本案は原案の

とおり可決すべきものと、総務企画委員会に回

答することに決定しました。 

 以上で、合い議案件の審査を終わります。 

次に、付託案件の審査を行います。第１号議

案令和５年度大分県一般会計予算のうち、警察

本部関係部分について、執行部の説明を求めま

す。 

佐藤警務部長 第１号議案令和５年度大分県一

般会計予算のうち、警察本部関係の主要事業に

ついて御説明します。 

令和５年度警察本部予算概要の２ページを御

覧ください。令和５年度警察本部の当初予算額

は、表の一番左の欄、警察本部①の計欄のとお

り２６７億９，７５０万７千円です。これを４

年度当初予算額（Ｂ）と比較すると、表の一番

右の前年度対比の欄のとおり４，２４９万６千

円の減額です。これは、退職予定者数の減少に

よる退職手当の減額等によるものです。 

それでは主要事業について、予算概要の順に

沿って御説明します。 

６ページを御覧ください。給与費２０７億７

１４万４千円は、警察官２，０９２人、一般職

員３４５人、計２，４３７人に対する給料、手

当等の人件費です。 

７ページを御覧ください。警察運営費１６億

４，７３７万円は、交通安全活動や防犯活動等

を推進する団体が実施する事業への補助金のほ

か、児童手当、警察職員貸与被服調製費及び赴

任旅費や庁舎の光熱水費などの警察運営諸費等

です。 

９ページを御覧ください。警察装備費４億１，

７２３万６千円は、ヘリコプターの特別点検整

備等に要する経費や車両、警察官装備貸与品等

維持修繕費、車両等燃料費等です。 

１０ページを御覧ください。事業名欄一番上

の警察施設改修費２億１５７万５千円は、警察

署、交番、駐在所、職員住宅等警察施設の改修

等に要する経費です。このうち新規項目として、

中津警察署の本庁舎内部改修、老朽化が進む附

属棟を建て替え、執務室の移転等により警察署

の機能を高めるものです。その下の交通安全施

設整備費５億８，０５９万９千円は、道路交通

の安全の確保と円滑化を図るため、信号機や道

路標識の更新など交通安全施設の整備を行うも

のです。その下の思いやりの横断歩道整備事業

費８，５７０万９千円は、摩耗の進んだ横断歩

道等を更新するとともに、夜間における横断歩

行者を守るため、老朽化した人感ライトのＬＥ

Ｄ化を行うものです。 

１１ページを御覧ください。上から２番目の

新規事業、新運転者管理システム整備事業費１

億１，４５７万８千円は、本県警察独自の運転

者管理システムから、警察庁が整備を進めてい

る共通基盤システムへの、令和６年末の集約と

移行に伴い、運転免許証作成システム等の改修

を行うものです。このほか、運転免許申請自動

受付機や学科試験用タブレット端末を整備する

など、県民の利便性の向上及び運転免許業務の

効率化を図るものです。 

１３ページを御覧ください。上から２番目の

特殊詐欺等水際対策強化事業費２，７８４万８

千円は、新たに大分駅前交番の壁面に大型ビジ
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ョンを設置し、被害防止の広報啓発を強化する

とともに、還付金詐欺被害等の発生の多い、大

分市内の銀行等を中心としたＡＴＭの警戒等を

業務委託し、被害の水際防止を図るものです。

その二つ下の空き交番・県民安全相談対策事業

費７，５７８万４千円は、空き交番の解消とパ

トロールの強化を図るための、交番相談員２１

名と、警察安全相談への迅速かつ的確な対応を

図るための警察安全相談員８名を、それぞれ継

続配置するものです。 

１４ページを御覧ください。一番上の災害対

応能力強化事業費５億４，０７６万３千円は、

県警ヘリコプターに搭載するカメラ等のヘリコ

プターテレビ伝送システムの更新整備を行うほ

か、新たに航空隊所属の操縦士１名に、夜間や

災害時などの視界不良時においても、各種計器

の情報にのみ依存して飛行を行うことができる

計器飛行証明の資格を取得させるものです。ま

た、ヘリコプターテレビ伝送システムの更新期

間中には、代替航空機を借り上げることとして

います。一番下の装備資器材等充実強化費１億

１，１００万２千円は、重要犯罪等の捜査に迅

速かつ的確に対応するための装備資器材の整備

等に要する経費です。新規項目については、要

人警護の強化のため、警護対象者が移動する際

の車列の警護に必要な警護車両を１台整備する

ものです。 

１５ページを御覧ください。下から２番目の

交通事故防止総合対策事業費４，２１０万円は、

高校生が作成する交通安全動画コンテストや交

通安全教育車を活用した交通安全教育などを行

うものです。一番下の新規事業、放置駐車違反

管理システム改修事業費３，２６７万円は、放

置違反金のコンビニ納付等を可能とするために、

システム改修を行うものです。 

阿部委員長 以上で、説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。委員の皆様から質

疑、御意見等はありませんか。 

麻生委員 １０ページの交通安全施設整備費並

びに思いやりの横断歩道整備事業費、あるいは

交通安全施設維持管理費はどうか分かりません

が、この財源に関して、昨年の９月議会、１２

月議会で出た国土強靱化のための５か年加速化

対策財源の５兆円が道路整備に関しても使える

んですね。さきほど出た自動運転の話も含め、

これからの時代の信号機の整備、交通関連機能

の充実についても国土強靱化のための５か年加

速化対策財源を積極的に使っていいという年頭

挨拶を国土交通省の道路局長がされていました

し、以前からそういう財源をぜひ使ったらどう

だと提案していました。調べたところ、予算要

求にも幾分か盛り込んだように聞いていますが、

財源についてはどうだったのか伺います。 

小野会計課長 委員から御指摘のあった国土強

靱化のための５か年加速化対策については警察

庁が予算編成しますが、今のところその予算の

獲得には至っておらず、事業に盛り込まれては

いません。ただ、令和４年度の補正予算の中で、

交通安全施設整備費は国土強靱化対策として警

察庁が措置した警察庁補助金が盛り込まれてい

ます。それから、思いやりの横断歩道整備事業

には地域脱炭素推進交付金が含まれています。 

麻生委員 ありがとうございました。ぜひ国の

補助金が使える部分については大いに引っ張っ

て来て活用してください。住民の皆さんからの

要求が多い分野なので、ぜひ加速してほしいと

思います。 

阿部委員長 ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

阿部委員長 委員外の方はありませんか。 

堤委員外議員 一つだけ。毎回聞いているが、

ビデオカメラのリースと購入台数がこの令和５

年度予算のどの部分にあるか教えてください。 

小野会計課長 捜査用ビデオカメラでよろしい

ですか。（「はい」と言う者あり）捜査用ビデ

オカメラの借上予算は、警察本部予算概要１５

ページ中段に刑事警察費があり、その説明欄に

犯罪捜査等諸費とあります。この中に年間を通

しての捜査活動用ビデオカメラ借上料３５９万

９千円を計上しています。購入予算については、

あらかじめ購入は決まっていませんので、必要

に応じ、捜査活動用資機材の整備に係る経費に

より購入する場合があります。 

阿部委員長 ほかに御質疑等もないので、さき
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ほど審査した教育委員会関係部分とあわせて、

これより採決します。 

本案のうち本委員会関係部分については、原

案のとおり可決すべきものと決することに御異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

阿部委員長 御異議がないので、本案のうち本

委員会関係部分については原案のとおり可決す

べきものと決定しました。 

 次に、第３６号議案大分県立歴史博物館の設

置及び管理に関する条例等の一部改正について 

ですが、本案については、関係する福祉保健生

活環境委員会に合い議をしていることを申し添

えます。それでは、執行部の説明を求めます。 

足達生活安全部長 文教警察委員会説明資料の

５ページを御覧ください。 

第３６号議案大分県立歴史博物館の設置及び

管理に関する条例等の一部改正に伴い、警察本

部が所管する風俗営業等の規制及び業務の適正

化等に関する法律施行条例についても改正しま

すので御説明します。 

まず、①の条例改正の概要についてです。こ

の条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化

等に関する法律の施行に関し、風俗営業や性風

俗関連特殊営業の営業制限地域等が規定してい

ます。条例第９条に規定されている店舗型性風

俗特殊営業、第１３条の２に規定されている受

付所営業、第１５条に規定されている店舗型電

話異性紹介営業の施設は、病院等や博物館など

の特定の施設の周囲２００メートル区域内での

営業を条例で禁止しています。今回、博物館等

を規定する博物館法の改正を受け、条例を改正

するものです。また、あわせて語句を変更して

います。 

博物館法の改正は②のとおりで、博物館に相

当する施設の条項が、第２９条から第３１条第

２項に変更になっています。 

 具体的改正の内容は③のとおりで、条項、語

句の変更になります。１点目は、条例第９条関

係で、博物館（博物館法第２条第１項に規定す

るもの）、博物館に相当する施設（同法第２９

条規定するもの）を、改正後は、博物館等（博

物館法第２条第１項に規定する博物館及び同法

第３１条第２項に規定する指定施設）に改めま

した。２点目は、条例第１３条の２及び第１５

条に定められた博物館、博物館に相当する施設

を博物館等に改めました。これは、条例内の他

の条文と表現を合わせたものです。 

施行期日は、博物館法が施行される令和５年

４月１日としたいと考えています。 

続いて文教警察委員会説明資料の６ページを

御覧ください。大分県暴力団排除条例の一部改

正について、御説明します。博物館法の改正に

伴い、同法を引用している暴力団排除条例につ

いても改正を行うものです。 

条例では、学校、図書館、児童福祉施設、公

民館、博物館などの特定施設の周囲２００メー

トル区域内での暴力団事務所の開設や運営を禁

止しています。このうち、条例では博物館法を

引用しており、博物館に相当する施設を規定し

ている条文の部分を改正するものです。 

施行期日は、博物館法が施行される令和５年

４月１日としたいと考えています。 

阿部委員長 以上で、説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。委員の皆様から質

疑、御意見等はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

阿部委員長 委員外議員の方は質疑等ありませ

んか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

阿部委員長 ほかに御質疑等もないので、さき

ほど審査した教育委員会関係部分とあわせて、 

これより採決します。なお、本案について福祉

保健生活環境委員会の回答は、原案のとおり可

決すべきとのことです。 

本案については、原案のとおり可決すべきも

のと決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

阿部委員長 御異議がないので、本案について

は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 これで付託案件の審査を終了します。 

この際、何かありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

阿部委員長 別にないので、これをもって、警
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察本部関係の審査を終わりますが、ここで一言

私から御礼を申し上げます。 

  〔阿部委員長挨拶〕 

〔種田警察本部長挨拶〕 

阿部委員長 ありがとうございました。それで

は、これをもって警察本部関係の審査を終わり

ます。執行部はお疲れ様でした。 

 委員の皆様は、この後、協議を行いますので、

このまま御着席願います。 

 

〔委員外議員、警察本部退室〕 

 

阿部委員長 これより、内部協議を行います。 

まず、閉会中の継続調査についてお諮りしま

す。今期定例会は、１７日をもって閉会となり

ますが、現委員は議員の任期である４月２９日

まで委員として在任することになります。した

がって、お手元に配布のとおり、各事項につい

て閉会中の継続調査を行いたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。 

志村委員 １番の市町村教育委員会の指導に関

するという文言なんだけど、市町村に対して上

から目線ですが、本当は違いますよね。県教育

委員会と市町村教育委員会の関係はどうなんで

すかね先生。（「同等です」と言う者あり）そ

うですよね。同等ですから、文言を変えましょ

うよ。これは何か、指導と言うとちょっと違う。 

阿部委員長 それは閉会日までに決めれば、変

更できるのかな。（「できます」と言う者あり）

では、御指摘の内容を踏まえて文言を変更する

ということでよいですか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

阿部委員長 それでは、文言の内容は委員長に

一任いただき継続調査を申し出ることとします。  

ほかに何かありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

阿部委員長 ほかにないので、本日の委員会が、

このメンバーによる最後の委員会ですから、私

から一言御挨拶を申し上げます。 

〔阿部委員長挨拶〕 

阿部委員長 これをもって委員会を終わります。 

 お疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


